南阿蘇村普遍的価値リスク評価書（案）

【評価書記入の前に】

１　普遍的価値の定義と本村の姿勢
南阿蘇村が守るべき普遍的価値（OUV）とは、単なる「美しい景色」や「貴重な動植物」の集合体ではありません。それは、火山活動という過酷な自然条件に対し、何百年にわたって人々が「野焼き」「放牧」「農耕」を通じて働きかけ、維持されてきた「自然と人間の共同作業の結晶（文化的景観）」です。
事業者は、以下の3つの側面が一体（インテグリティ）となって初めて価値が成立していることを深く理解し、計画がその連鎖を断ち切らないことを客観的事実に基づき論証しなければなりません。

(1) 空間的誠実性（景観の全体性）
阿蘇五岳の稜線、カルデラの壁、そしてそれらに抱かれた集落、耕地、草原が織りなす「遮るもののない広大な連続性」を指します。特定の視点から「死角にある」といった主張は価値の維持とはみなされず、土地利用そのものが地形の起伏に寄り添い、人工物が景観のゆらぎの中に自然に埋没している状態こそが誠実な姿です。施設を植栽やフェンスで隠蔽（パッチワーク的な遮蔽）しなければならない計画自体は、空間への「不調和」とみなされます。阿蘇の風景が持つ自然な連続性の中に、幾何学的・人工的な異質物が導入されることによる空間の質の低下を厳格に評価し、景観の誠実性を損なう改変は一切認められません。

(2) 生態系的・水循環的誠実性（生命の循環）
黒ボク土の草原が雨水を蓄え地下水として湧き出す「天然のダム」としての機能と、それによって維持される草原生希少野生動植物の生態系を指します。草原は、アキノキリンソウ、アソノコギリソウ、オオルリシジミ、ゴマシジミ等の草原という環境がなければ絶滅してしまう生命を繋ぐ重要拠点であり、周辺を繋ぐ移動経路（コリドー）としての誠実性を有しています。たとえ現状が耕作放棄地に見えたとしても、そこは草原固有の生命を育む潜在的な生息適地であり、阿蘇全体の生命維持システムの根幹です。舗装や転圧、構造物設置によって雨水浸透を遮断し、あるいは数千年間続いてきた「野焼き」や「草刈り」を物理的に不可能にする行為は、村の生態系ネットワークを根底から破壊するものとみなされます。

(3) 文化的・歴史的誠実性（時間の継続性）
何百年も続く「野焼き」や「採草」という営みが、現在の草原や景観を形作っているという「時間の重なり（文脈）」を指します。当該地が現在耕作されていないことは、その土地が持つ歴史的文脈を否定する根拠にはならず、将来的に草原や農地として復元されるべき潜在的な公共的価値を常に内包しています。この時間軸を断絶し、コンクリート打設等によって将来的な営農再開や草原復元の可能性を物理的に遮断する非可逆的な改変を行うことは、地域のインテグリティに対する重大な侵害とみなされます。事業者は、一時的な地域貢献等によってこの歴史的価値の喪失を補填できるという安易な論理を排し、次世代へ適正な土地利用を継承する責務を負います。

２　評価にあたっての基本原則
事業者は、自らの計画が上記の「一体性」の中にどのように位置づけられるかを記述してください。
万が一、事業が終了した際に、土地を元の生態系・景観（草原や農地）へ完全に復元できない計画は、普遍的価値を損なうものと判断される場合があります。
単体の事業規模が小さくとも、既存の施設と合わさることで「誠実性の限界」を超えると判断される場合、その計画は容認されません。


Ⅱ　南阿蘇村普遍的価値リスク評価

１　開発区域および周辺の「価値の所在」確認
計画地およびその周辺（隣接地）において、以下の要素の有無を現地調査および資料に基づき正確に記載してください。
	区 分
	確認事項（調査・立証すべき内容）
	価値の内容・具体的な根拠・距離

	自然・水循環
	１ 地下水涵養・水系への影響
□ 敷地内および周辺に湧水、河川、水路があるか。
□ 土地の改変（舗装・転圧）により、当該地の地下水涵養機能が低下しないか。
□ 周辺の井戸・水源への影響予測を行ったか。
	

	
	２　地形・地質的脆弱性
□ 土砂災害特別警戒区域、または砂防河川の側岸30m以上離れているか。
□ ヨナ（火山灰土）等の崩れやすい地質か。
□ 開発による斜面安定性への影響を検証したか。
	

	生態系
	３　希少動植物・潜在的生息域
□ 「レッドリストくまもと（直近年発行）」等の掲載種が確認されたか。
□ 現状で空き地・耕作放棄地であっても、草原生態系の遷移過程にあり、希少種の生息適地（候補地）となっていないか。
□ 自然湧水による湿地環境が形成されていないか。
	

	
	４　生態系ネットワークの連続性
□ 当該地が周辺の森林・草原・水系を繋ぐ「移動経路（コリドー）」として機能していないか。
□ 阿蘇全体の生物多様性維持における役割を評価したか。
	

	景観・文化
	５　景観の誠実性（インテグリティ）
□ 世界遺産候補「阿蘇の文化的景観」を構成する重要な視点場から視認されるか。
□ 計画施設が、阿蘇の稜線や山並み、歴史的な集落風景の連続性を阻害しないか。
	

	
	６　歴史・文化的紐付け
□ 隣接地または周辺に神社仏閣、史跡、古墳、地域の伝承地、象徴的な大樹等があるか。
□ それらの尊厳や背景を損なわないか。
	

	人々の営み
	７　地域コミュニティ・静穏性
□ 隣接地に住宅、学校、病院、福祉施設等があるか。
□ 反射光、騒音、熱環境の変化による健康被害のリスクはないか。
□ 住民の生活動線や地域の祭事・共同作業に支障をきたさないか。
	

	
	８　農業基盤への永続的影響
□ 周辺の営農（水源利用・水路維持・牧野管理・農地等）と密接に関わる場所か。
□ 将来的な営農再開を妨げる構造物ではないか。
□ 排水による下流農地への影響はないか。
	



２　普遍的価値の誠実性（インテグリティ）に対する適合性の論証
事業者は以下の項目について、事務局および審査委員会の「審査の視点」を十分に理解した上で、客観的証拠に基づき記述してください。

※　本評価書に記載されている「標準的な提出書類」は、標準的な想定に基づく例示です。提出すべき書類の種類および範囲は、事業計画の内容や立地場所の特性に照らし、事業者が自らの責任において判断してください。提出しない場合は、その合理的な理由を本文中に記述してください。村の普遍的価値（インテグリティ）を論証する上で必要と判断される資料が不足している場合、審査会において「論証不十分」とみなされる場合があります。
※　本評価書は、事業者が自らの計画の妥当性を証明する唯一の機会です。村の普遍的価値（インテグリティ）に対する理解が浅い、あるいは論証が主観的であると判断された場合、事務局は修正を求めることなく『不適合』として審査を終了する場合があります。

(1) 空間的誠実性への適合性
計画施設が、阿蘇の自然景観および農地・草原の「連続的な風景」をどのように維持、または改変するか。
	










【審査の視点】
・「死角にある」「目立たない」という主張は、価値の維持とはみなされません。
・施設を植栽やフェンスで隠蔽（パッチワーク的な遮蔽）しなければならない計画自体を、空間への「不調和」と判定します。
・阿蘇の風景の「ゆらぎ（自然な連続性）」の中に、幾何学的・人工的な異質物が導入されることによる空間の質の低下を厳格に評価します。

【添付書類例】
主要視点場フォトモンタージュ： 村HP公開の「指定視点場（展望所等）」の位置情報を確認し、現地で撮影した現況写真に、設計図に基づく正確なスケールの3Dモデルを合成してください。 
景観遮蔽・阻害率算出報告書： 上記合成写真に基づき、事業者の責任において「山並みの稜線の何％が隠れるか」を計算し、その根拠を提示してください。 
夜間光害シミュレーション： 照明計画がある場合、周辺の静穏な風景や星空への光漏れの影響予測図を作成してください。

(2) 文化的・歴史的誠実性への適合性
千年にわたる「農耕・草原管理の文脈」に対し、本事業がどのように整合するか。
	








【審査の視点】
・「現在は耕作されていない（耕作放棄地である）」ことは、その土地の歴史的文脈を否定する根拠にはなりません。
・納税や一時的な地域貢献（非常用電源等）は、土地が本来持っていた公共的・文化的価値の喪失を補填するものとは認められません。
・将来的な営農再開や草原復元の可能性を物理的に遮断（コンクリート打設等）する計画は、文脈の破壊とみなされる場合があります。

【添付書類例】
土地利用変遷・文化財等調査報告書： 国土地理院「地図・空中写真閲覧サービス」（昭和20年代〜の航空写真）等を各自で閲覧し、変遷を把握してください。周辺の神社仏閣、史跡、伝承地との位置関係図を必ず含めてください。 
地域コミュニティ・共同作業影響評価書： 事業者が直接、周辺の牧野組合や水利組合に対し、野焼きや泥上げ等の共同作業への干渉がないか聞き取りを行い、その結果を記録してください。 
公聴会・住民説明会の実施記録： 配布資料、全発言を網羅した議事録、および住民の懸念に対する「計画修正対照表」を整理して提出してください。

(3) 存在の必然性および代替性の検討
南阿蘇村が有する普遍的価値の保全と、本事業計画の目的達成を両立させる上で、当該地を選択することが不可避であるとする合理的根拠はあるか。
	









【審査の視点】
・「私有地であること」や「事業の採算性」といった事業者固有の経済的・主観的な理由は、立地を選択する際の十分な合理的根拠とはみなされません。
・ 村域外の産業用地等、普遍的価値への影響を回避できる場所での事業実施が可能である場合、当該地での計画は「不可避なもの」とは認められない可能性があります。
・「地球規模の環境貢献」等の一般論のみでは、南阿蘇村固有の価値に及ぼし得る質的変化を正当化する論拠としては不十分であると判断されます。

【添付書類例】
事業継続および原状回復資金計画書： 事業終了後（または破綻時）、施設を完全に撤去し元の地形・植生に復元するための費用算定と、資金確保の証跡（金融機関の証明等）を提出してください。

(4) 生態系的誠実性への適合性
当該地が阿蘇全体の生態系ネットワーク（生物多様性の循環）において果たしている役割、および事業による質的変化について論証してください。
	









【審査の視点】
・現状で希少種が確認されないことのみをもって「影響なし」とする主張は認められません。
・当該地が周辺の生息域を繋ぐ「移動経路（コリドー）」や、草原再生の「潜在的生息域」として果たしている機能を評価します。
・表土の剥ぎ取りや舗装等、土壌微生物を含む生態系の基盤を恒久的に喪失させる計画は、誠実性を損なうものと判定される場合があります。

【添付書類例】
生態系ポテンシャル解析報告書： 専門家（技術士等）が、現地の植生、土壌（黒ボク土等）、微地形の現状から、生息可能性や生態系ネットワーク機能を科学的に予測・評価したものを提出してください。

(5) 水循環（地下水涵養）の誠実性への適合性
南阿蘇村の生命線である「水」の循環システムに対し、土地の改変が及ぼす影響について論証してください。
	








【審査の視点】
・施設設置や踏み固め等により、雨水の地下浸透能（涵養力）が低下しないことを客観的に立証する必要があります。
・パネル清掃剤、除草剤、または構造物からの溶出物等が、地下水脈や湧水、下流域の農業用水に混入するリスクを厳格に排除できているかを評価します。

【添付書類例】
地下水涵養・流出影響解析報告書： 公開されている地質データや現地の土壌状況に基づき、専門コンサルタントが開発前後の地下水浸透量や経路の変化を予測したデータを提出してください。

